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将来にかかる
維持管理・更新費を

抑制する

メンテナンスの
生産性を向上する

メンテナンス
サイクルを構築する

・将来の維持管理・更新費用の推計
・予防保全への転換に向けた対応
・施設の集約・再編 等

・多様な主体と連携した維持管理
体制の確保

・デジタル化・新技術導入の促進 等

・個別施設計画の策定促進
・個別施設計画の見える化の取組
・点検要領等の改訂 等

【達成すべき目標】 持続可能なインフラメンテンナンスの実現

国土交通省におけるインフラ長寿命化の取組

○ 「安全・安⼼の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成⻑の実現」が社会資本整備の基本的な役割。
○ その役割を下⽀えするため、これまでに整備したインフラがその機能を適切に発揮できるよう「持続可能なインフラメンテ
ナンス」を実施していく必要がある。
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戦略的なインフラの維持管理・更新を図るため、個別施設計
画を核としたメンテナンスサイクルの構築が重要

今後、建設後50年以上経過する社会資本の施設の割合が

加速度的に増加することを踏まえ、予防保全への転換によ
り、将来にかかる維持管理・更新費用を抑制していく必要

多くのインフラを管理する地方公共団体ではメンテナンスに携
わる人的資源が不足しており、メンテナンスの生産性向上を図
る必要

【市町村における技術系職員数】

【個別施設計画に基づいたメンテナンスサイクルの構築】

市町村の約半分は
技術系職員数が
５⼈以下

※2019年度。技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

約30%
約22%

約35%

約22%

約55%

約36%

約56%
約50%

道路橋 トンネル 河川管理施設
（⽔⾨等）

港湾岸壁

【建設後50年以上経過する施設】

2020年3⽉ 2030年3⽉



分野 策定率 分野 策定率

道路（橋梁） 92% 港湾 100%
道路（トンネル） 71% 空港（空港土木施設） 100%

河川 ［国、水資源機構］ 100% 鉄道 100%

河川 ［地方公共団体］ 97%
自動車道
（民間等が経営する道路：箱根
ターンパイク等）

61%

ダム ［国、水資源機構］ 100% 航路標識 100%

ダム ［地方公共団体］ 98% 公園 ［国］ 100%
砂防 ［国］ 100% 公園 ［地方公共団体］ 95%
砂防 ［地方公共団体］ 100% 公営住宅 90%
海岸 82% 官庁施設 99%
下水道 100%

メンテナンスサイクルを構築する
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【各分野における個別施設計画の策定率（2020年3月31日時点）】

○ 戦略的なインフラの維持管理・更新を図るため、個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル（点検・診断→計画
→修繕・更新）の構築が重要であり、個別施設計画の策定は概ね順調に進捗。

○ 各分野における施設点検を順調に実施しており、
施設の状態を的確に把握。

○ 施設点検の更なる効率化を図るため、ドローン
をはじめとする新技術の開発・普及に伴い、点検
要領の改訂等を実施。

点検要領等の改訂

○ 2020年度末までの計画策定完了に向け、ガイドライン等の策定や、
計画策定を⽼朽化対策にかかる交付⾦等の要件化とするなど、地⽅
公共団体の個別施設計画の策定を促進。

個別施設計画の策定促進
○ 各地⽅公共団体における個別施設計画の記載内容を⼀覧にとりまと
め公表済であり、計画内容の充実を促進。

個別施設計画の⾒える化の取組

砂防施設点検に
おいて、⽬視に加
え、ドローンによる
⽅法を基本形と
して位置づけ

道路点検2巡⽬にあたり、
近接⽬視を補完・代替・
充実する技術を「点検⽀
援技術性能カタログ」とし
て掲載
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地⽅公共団体ごとに施設の
⽼朽化状況を⾒える化

地⽅公共団体ごとに個別施設
計画の主たる内容を⾒える化

インフラメンテナンス情報ポータルサイト
（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/index.html）

にて⼀覧を公表済

･地⽅公共団体の施設種類毎の⽼朽化状況

･地⽅公共団体の施設種類毎の個別施設計画の主たる内容

トンネル変状写真撮影技術 ⾮破壊検査技術

※表中の実績策定率は、社会資本整備重点計画の指標等に係る2019年度末時点の値



将来にかかる維持管理・更新費を抑制する

○ 今後の施設の⽼朽化割合の加速度的な進⾏を踏まえ、将来にかかる維持管理・更新費⽤を可能な限り抑制して
いくため、「予防保全」への転換の早急な実現に向けて、修繕等が必要な施設への集中的な措置が必要。

○ 施設点検の結果、予防保全の管理⽔準を下回る状態の施設が多数存在。例えば、
橋梁については、全橋梁のうち約１割が早急に修繕等の対応が必要な状況。

○ 修繕等により機能を回復させる必要があるが、特に地⽅公共団体が管理する施設にお
いて修繕等の遅れが発⽣。（例えば、2014年度点検にて「早期・緊急に措置を講ずべき」
とされた地⽅公共団体管理橋梁のうち、約5割が未着⼿）

予防保全への転換に向けた対応
【将来の維持管理・更新費⽤の推計】

○ 今後の維持管理・更新を「事後保全」により⾏った
場合、30年後、その費⽤は約2.4倍増加。「予防保
全」に転換した場合、約1.3倍増加。

○ 「予防保全」により⾏った場合、「事後保全」と⽐
較して、その1年あたりの費⽤は約５割縮減。

○ このことから予防保全型のインフラメンテナンスを実
現していくことが重要。

将来の維持管理・更新費⽤の推計

○ 個別補助制度※などにより地⽅公共団体のインフラ⻑寿命化対策を計画的・集中的
に⽀援し、予防保全への本格転換を早期に図る。
※道路メンテナンス事業補助制度、⽔⾨等の⼤規模更新事業（いずれも2020年度創設）

○ 集約・再編等の事例や考え⽅をガイドライン等にて周知す
るとともに、交付⾦等により財政的⽀援を実施。

社会情勢等の変化に応じた施設の集約・再編

バリアフリーな歩道空間確保のため
⽼朽化した横断歩道橋を撤去

撤去前

撤去後

堤防整備、排⽔機能の強化に
併せて樋⾨を1箇所に集約 3

2018年度 2048年度
(30年後)

5.2

約５割縮減
約2.4倍増加単位︓兆円

6.5

12.3
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約1.3倍増加
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【事後保全と予防保全のメンテナンスサイクル】

※１ 施設数は、国、⾼速道路会社、地⽅公共団体等の合計
※２ （ ）内は、2020 年3 ⽉末時点の施設数のうち、2014〜

2019 年度に点検を実施した施設数の合計（2020 年3 ⽉
末時点で診断中の施設を除く）

※３ 四捨五⼊の関係で合計値が100%にならない場合がある。

【橋梁･トンネル･道路附属物等の判定区分の割合】

判定区分Ⅳ判定区分Ⅲ

42%

2%

32%

49%
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53%
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0.1%

0.4%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁
(717,993)

トンネル
(10,665)

道路附属物等
(39,692)

都市機能の向上等に資する都市公園のストック
再編を推進するため、地域住⺠の要望を踏まえ、

利⽤者のニーズにあった新たな公園を設置

２公園廃⽌ → １公園新設

上吉志
公園

吉志西公園

団地跡地
売り払い

吉志西公園 廃止

再編前 再編後 統廃合による新設公園
（吉志ゆめ公園）

Before After

多目的広場

健康遊具等

売り払い

未利用市有地を
新たな公園に整備

■Ⅰ（健全） ■Ⅱ（予防保全段階） ■Ⅲ（早期措置段階） ■Ⅳ（緊急措置段階）



メンテナンスの生産性を向上する

○ 多くのインフラを管理する地⽅公共団体ではメンテナンスに携わる⼈的資源が不⾜しており、多様な主体との連携や、
新技術の導⼊促進等、⼊札契約制度等の環境整備も含め、メンテナンスの⽣産性向上に向けた取組の推進が必要。

○ 地⽅整備局や地⽅公共団体等が参画し情報共有を⾏うメンテ
ナンス会議の設置や、点検・診断における地域⼀括発注の取組等
により、広域的な連携を推進。

多様な主体と連携した維持管理体制の確保

○ 維持管理情報のデータベース化を進めるとともに、受発注者間でのデータ共有
によるメンテナンス作業の効率化や、施設管理者間・分野間でのデータベース連
携によるアクセス性向上や類似した損傷事例を参照するなどを推進。

デジタル化・新技術導⼊の促進

○ 包括的⺠間委託など官⺠連携⼿法導⼊を検討する地⽅公共団体への⽀
援など、インフラ維持管理における⺠間企業の技術・ノウハウ等の活⽤を推進。

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

○ 産学官⺠が参画する「インフラメンテナンス国⺠会議」を活⽤し
た技術シーズ・ニーズのマッチング等により、地⽅公共団体の新技術
導⼊を⽀援。

港湾メンテナンス会議

【地域⼀括発注（道路事業）】
市町村のニーズを踏まえ、地域単位での点検業務を⼀括発注

（2019年度は32道府県、353市町村が活⽤）
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※インフラ維持管理において
包括的⺠間委託を導⼊
した⾃治体は288団体。
ただし下⽔道を除くと19
団体に留まる。

（下⽔道分野は2019年４⽉現
在、その他は2019年10⽉現在）

※データベースの連携は、令和元年度に3地区にて試⾏。
令和2年度は5地区に拡⼤試⾏。

【マッチングによる社会実装例】
⾃動⾞にスマートフォンを搭載し、⾛⾏
して収集した加速度情報の解析によ
り路⾯の凸凹状況を把握

スマートフォン搭載の
イメージ

※国⺠会議の会員数は2,000者を突破、
これまでに約130回の各種イベントを開催
し、8技術・延べ73件の社会実装を創出。



国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）等の取組状況

○ 『国⼟交通省インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画）』のフォローアップ等により、インフラ⻑寿命化に関する取組状況を
毎年度確認。

次期行動計画の方向性

○ フォローアップ結果等を踏まえ、2021年度からの次期⾏動計画には、以下の取組等を盛り込むことを検討中。

5

 計画的・集中的な修繕等の確実な実施による「予防保全」への本格転換

 新技術・包括的民間委託の普及促進等によるメンテナンスの生産性向上の加速化

 大規模更新時代に備えた更新のパラダイムシフト 等

【行動計画フォローアップ結果】

2020年3月末時点：2020年10月13日公表 点検
・・・概ね順調に実施し、施設の状態

を的確に把握

個別施設計画
・・・2020年度末までの策定完了を

目指し、概ね順調に策定

修繕
・・・点検結果に基づき修繕等を

実施しているが、措置が遅れて
いる分野も存在
予防保全への転換に向け、
計画的・集中的な対応が必要

基準類の整備
・・・整備を完了するとともに、

ドローン等の新技術の普及に
併せて、点検要領の改訂等を
順次実施

新技術導入等
・・・地方公共団体におけるメンテ

ナンスの生産性向上に向け、
技術的支援等を引き続き実施




